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は
じ
め
に

子
の
利
益
を
、
彼
の
監
護
教
育
お
よ
び
財
産
関
係
に
関
す
る
法
的
紛
争
の
解
決
基
準
、
そ
れ
も
唯
一
の
解
決
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
、
一
九
八
九
年
イ
ギ
リ
ス
児
童
法
（C

hildren A
ct 1989

）、
第
一
条
の
「
至
高
の
考
慮
事
項
原
則
」（param

ount consideration （1
）

）

は
、
そ
の
成
立
ま
で
に
数
世
紀
の
時
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
歴
史
は
、
事
象
的
に
見
れ
ば
、
多
岐
に
わ
た
る
、
多
く
の
判
決
、
お
よ
び
制

定
法
の
繋
が
り
な
い
し
は
変
動
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系
の
下
、
絶
対
的
と
言
わ
れ
て
き
た
父
権
の
効
力
が
、「
子
の
利

益
」
と
い
う
価
値
概
念
に
よ
り
、
制
約
さ
れ
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
子
の
利
益
が
父
権
に
優
先
す
る
法
的
効
力
を
伴
う
よ
う
に
な
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る
の
は
、
一
八
〇
〇
年
代
の
後
半
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
研
究
に
お
け
る
学
説
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
（
2
）

。
現
行
の
イ

ギ
リ
ス
児
童
法
第
一
条
の
規
定
は
、
そ
こ
に
歴
史
的
な
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
異
論
を
主
張
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
（B

lackstone

）
が
そ
の
著

『
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
（C

om
m
entaries on the L

aw
s of E

ngland 1765

）』
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
子
に
対
す
る
父
親
の
権
利
を
認
め

る
の
み
な
ら
ず
、
子
の
扶
養
・
教
育
を
父
親
に
義
務
付
け
て
お
り
、
そ
れ
は
自
然
法
に
基
づ
く
、
と
説
い
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
（
3
）

、
子

の
利
益
保
護
の
法
原
則
は
、
そ
の
生
成
の
萌
芽
を
さ
ら
に
遡
っ
て
見
出
し
得
る
し
、
そ
う
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
子
の
監

護
教
育
の
範
囲
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
父
親
は
子
を
保
護
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
子
に
と
っ
て
、
広
い
意
味
に
お
け
る

利
益
で
あ
る
と
言
え
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
時
代
と
い
っ
て
も
、
父
権
の
行
使
は
、
子
の
扶
養
と
教
育
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
効
力
は
、
少
な

く
と
も
子
に
関
す
る
限
り
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
行
の
子
の
利
益
原
則
は
、
一
八
世
紀
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
ま
で
遡
っ
て

そ
の
起
点
を
確
認
し
得
る
と
解
す
る
の
が
歴
史
的
事
実
に
則
し
た
正
確
な
理
解
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
時
代
か
ら
、
判
例
法
と
制
定
法
の
積
み
重
ね
の
う
ち
に
、
お
そ
ら
く
二
世
紀
以
上

の
時
を
か
け
、
す
で
に
コ
モ
ン
ロ
ー
の
内
に
芽
生
え
て
い
た
、
家
族
関
係
に
お
け
る
子
の
利
益
保
護
の
必
要
性
が
親
子
関
係
の
基
軸
と
な

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
原
則
の
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
の
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
は
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
に
お
け
る
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
の
う
ち

に
現
わ
れ
た
、
多
く
の
訴
訟
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
確
か
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
判
決
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
訴
訟
判
決
を
取
り
上
げ
、
理
論
の
分
析
、
判
例
法
史
に
お
け
る
位
置
、
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
対
象
と
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し
た
本
稿
の
研
究
は
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
に
お
け
る
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
、
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

2　

マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
の
争
点

一
八
九
二
年
一
一
月
、
高
等
法
院
（H

igh C
ourt of Justice

）、
大
法
官
部
（C

hancery D
ivision

）
の
判
決
で
あ
る
（
4
）

。
判
決
前
年
の

一
八
九
一
年
、
原
告
は
、
子
の
近
友
（next friend

）
の
地
位
に
あ
り
、
裁
判
所
に
対
し
て
召
喚
令
状
（sum

m
ons

）
を
提
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
子
の
後
見
人
を
解
任
し
、
そ
の
後
見
人
と
原
告
と
の
共
同
後
見
に
改
め
る
請
求
を
内
容
と
す
る
、
訴
訟
開
始
令
状
で
あ
り
、
第

一
審
裁
判
所
で
あ
る
、
高
等
法
院
裁
判
所
大
法
官
部
へ
提
出
さ
れ
た
（
5
）

。
本
訴
訟
は
、
こ
の
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
を
不
服
と
し
て
提
起
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

原
告
は
、
彼
ら
の
共
同
後
見
を
要
求
す
る
、
兄
弟
姉
妹
の
父
親
の
叔
母
で
あ
る
。
被
告
は
、
召
喚
状
の
提
出
の
と
き
、
す
で
に
死
亡
し

て
い
た
母
親
が
、
生
前
、
後
見
人
と
し
て
任
命
し
た
施
設
（house

）
を
経
営
す
る
女
性
責
任
者
で
あ
る
（
6
）

。
争
わ
れ
た
の
は
、
両
親
に
先
立

た
れ
た
子
、
そ
の
共
同
後
見
人
と
し
て
、
父
親
の
叔
母
す
な
わ
ち
原
告
と
被
告
た
る
施
設
の
女
性
責
任
者
を
任
命
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

後
者
を
単
独
の
後
見
人
と
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
（
7
）

。
し
か
し
こ
の
対
立
は
、
子
の
信
仰
の
在
り
方
と
繋
が
っ
て
お
り
、
子
は
、

父
親
の
信
仰
す
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
環
境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
施
設
責
任
者
の
信
仰
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

環
境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
、
後
見
人
選
任
問
題
と
連
結
し
て
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
8
）

。
つ
ま
り
、
後
見
人
指
名
の
問
題

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
信
仰
す
る
宗
教
の
い
ず
れ
を
子
の
宗
教
と
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
繋
が
っ
て
い
た
（
9
）

。
父
親
の
叔
母
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の

信
者
で
あ
っ
た
（
10
）

。
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一
八
九
二
年
に
は
、
こ
の
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
の
の
ち
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴

訟
（
11
）

が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
子
の
信
仰
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
い
ず
れ
の
宗
教
を
対
象
と
す
べ
き
か
、
が
主
要
な

争
点
と
な
っ
た
（
12
）

。
こ
の
点
で
、
両
訴
訟
の
争
点
は
部
分
的
に
、
そ
れ
も
重
要
な
部
分
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
が
、
判
決
に
至
る
理
論
構

成
の
点
で
、
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
管
轄
権
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
（Judicature A

ct 

1983

）
の
効
力
、
子
の
利
益
の
意
義
、
生
活
を
共
に
す
る
も
の
の
選
択
に
対
す
る
子
の
意
思
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
主
要
な
審
理
対
象
に
、
裁
判
管
轄
権
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
子
の
宗
教
の
問
題
に
終
始
し

て
お
り
、
議
論
は
三
人
の
子
ど
も
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ま
た
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
い
ず
れ
か
の
宗
派
の
も
と
に
教
育
・
監
護
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
法
理
論
上
の
争
点
は
、
比
較
的
限
定
さ
れ
た
問
題
に
集
中
し
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た
る
、

複
雑
な
理
論
の
展
開
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
広
が
り
が
な
い
。
そ
れ
は
事
実
関
係
の
う
ち
法
的
問
題
と
な
る
点
が
そ
の
点
に
限
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
判
決
理
由
、
と
く
に
子
の
利
益
概
念
に

関
す
る
理
論
構
成
が
、
そ
の
後
の
監
護
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
子
の
利
益
と
は
何
か
を
判
断
す
る
際
の
、
基
本
的
概
念
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
点
で
、
子
の
利
益
原
則
の
確
立
の
過
程
に
お
い
て
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
と
い
う
推

測
も
可
能
な
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
訴
訟
判
決
は
、
子
の
利
益
が
問
題
と
さ
れ
る
事
件
の
判
決
で
援
用
も
さ
れ
て

お
り
（
13
）

、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
に
、
判
例
と
し
て
の
足
跡
を
残
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
分
析
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
次
の
理
由
に
拠
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
が
、

上
記
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
と
そ
れ
を
止
揚
す
る
個
々
の
判
決
の
変
化
を
踏
査
す
る
に
は
、
必
ず
検

討
対
象
と
す
べ
き
判
決
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
で
示
さ
れ
て
い
る
理
論
構
成
を
分
析
し
、
と
く
に
、
子
の
利

七
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益
概
念
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
後
の
判
決
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
そ
の
結
果
、
子
の
利
益
原
則
の
形
成
過
程
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
、
と
い
う
問
題
の
究
明
が
焦
点
と
な
る
。

3　

訴
訟
の
事
実
関
係

両
親
を
亡
く
し
、
後
見
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
子
の
近
友
（next friend （14
）

）
で
あ
り
、
子
ら
の
父
親
の
叔
母
で
も
あ
っ
た
原
告
、

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
コ
ー
ラ
イ
フ
（M

argaret M
cauliff e

）
が
、
一
八
八
六
年
幼
児
後
見
法
（G

uardianship of Infant A
ct 1886 （15

）
）
お
よ
び

一
八
九
一
年
児
童
監
護
法
（C

ustody of C
hildren A

ct 1891 （16
）

）
に
基
づ
い
て
、
大
法
官
裁
判
所
に
対
し
て
、
子
の
後
見
に
関
す
る
訴
え
を

提
起
し
た
の
が
一
八
九
一
年
一
一
月
。
本
訴
訟
の
提
起
の
日
で
あ
る
。
そ
の
請
求
が
却
下
さ
れ
、
控
訴
院
裁
判
所
へ
上
訴
、
当
裁
判
所
の

判
決
が
下
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
二
年
一
一
月
一
一
日
で
あ
っ
た
。
本
訴
訟
は
、
訴
え
の
提
起
か
ら
控
訴
院
裁
判
所
の
判
決
ま
で
一
年
を

経
過
し
て
い
る
（
17
）

。

事
件
の
発
端
は
、
父
親
の
死
亡
に
ま
で
遡
る
。
洋
服
の
仕
立
職
人
と
し
て
家
族
の
生
計
を
支
え
て
い
た
父
親
は
、
生
存
中
、
妻
と
の
間

に
、
男
子
二
人
、
女
児
三
人
合
計
五
人
の
子
を
も
う
け
た
。
こ
の
訴
訟
に
お
け
る
請
求
、
す
な
わ
ち
共
同
後
見
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
子

は
、
一
八
七
七
年
二
月
生
ま
れ
の
メ
ア
リ
ー
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
（M

ary M
argaret

）、
一
八
七
九
年
八
月
生
ま
れ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス

（E
lizabeth

）、
一
八
八
一
年
六
月
生
ま
れ
の
キ
ャ
サ
リ
ン
（C

atherine

）
お
よ
び
一
八
八
六
年
生
ま
れ
の
ト
ー
マ
ス
・
ミ
カ
エ
ル

（T
hom
as M

ichael

）
の
四
人
で
あ
る
。
一
八
九
一
年
、
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
時
の
年
齢
は
、
メ
ア
リ
ー
、
一
四
歳
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
、
一
二

歳
、
キ
ャ
サ
リ
ン
、
一
〇
歳
、
ト
ー
マ
ス
、
五
歳
に
な
る
。
第
一
子
に
あ
た
る
子
は
、
訴
訟
提
起
の
と
き
、
す
で
に
後
見
の
対
象
年
齢
を

超
え
て
い
た
た
め
、
後
見
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。
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訴
訟
の
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
父
親
が
死
亡
し
た
後
、
残
さ
れ
た
未
成
年
者
の
子
の
後
見
人
と
な
っ
た
母
親
が
死
亡
し
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
以
前
、
父
親
の
死
亡
に
よ
り
、
母
親
は
、
子
の
後
見
人
の
地
位
を
得
た
が
、
こ
の
後
、
そ
の
地
位
に
基
づ
い
て
、

一
八
八
九
年
一
一
月
一
日
、
彼
女
の
死
亡
後
、
残
さ
れ
た
子
の
後
見
人
と
し
て
、
一
八
九
〇
年
四
月
か
ら
子
ら
の
保
護
を
引
き
受
け
、
経

済
的
な
支
援
を
し
て
き
た
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
任
命
す
る
手
続
き
を
と
っ
た
（
19
）

。
そ
の
た
め
の
捺
印
証
書
が
作
成
さ
れ
、
彼
女
に
送
達
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
母
親
の
死
亡
後
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
は
子
ら
の
後
見
人
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
基
づ
く
教
育
を
お
こ

な
っ
た
（
20
）

。
原
告
が
、
高
等
法
院
裁
判
所
・
大
法
官
部
に
対
し
て
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
解
任
し
、
子
の
後
見
人
と
し
て
、
原
告
と
バ
グ

シ
ョ
ウ
夫
人
（M

rs. B
agshaw

e

）
を
任
命
す
る
か
、
さ
ら
に
代
替
案
と
し
て
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
共
同
後
見
人
の
一
人
に
加
え
る
か
、

い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
旨
の
訴
え
を
提
起
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
子
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
と
し
て
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
の
が
、
後
見
体
制
の
変
更
を
裁
判
所
に
求
め
た
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
原
告
自
身
が
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ

る
と
と
も
に
、
子
ら
の
父
親
が
生
き
て
い
る
と
き
、
彼
の
信
仰
が
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
（
21
）

。

原
告
は
、
四
人
の
子
の
後
見
人
と
し
て
彼
女
自
身
と
バ
グ
シ
ョ
ウ
夫
人
を
任
命
し
、
両
名
に
よ
る
共
同
後
見
の
体
制
に
す
る
か
、
あ
る

い
は
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
加
え
た
三
名
に
よ
る
後
見
体
制
へ
と
変
更
す
る
よ
う
、
高
等
法
院
大
法
官
部
に
求
め
た
の
で
あ
る
（
22
）

。
原
告
の

請
求
は
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
子
の
利
益
（the w

elfare of the children

）
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
理
由
を
も
っ
て
棄
却
さ

れ
た
（
23
）

。

七
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
一
三
）

4　

控
訴
院
裁
判
所
に
お
け
る
争
点
と
そ
の
解
決
理
論

四
人
の
子
ら
の
後
見
体
制
を
ど
う
す
る
の
か
、
上
記
、
原
告
の
請
求
を
認
め
る
の
か
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
の
単
独
後
見
と
す
る
の
か
、

が
控
訴
院
裁
判
所
に
お
け
る
解
決
さ
る
べ
き
最
終
の
問
題
で
あ
る
。
原
告
の
主
張
す
る
唯
一
の
論
拠
は
、
子
の
信
仰
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
（
24
）

。
原
告
は
、
自
ら
を
、
父
親
の
信
仰
に
お
い
て
子
の
養
育
す
べ
き
責
任
を
負
う
も
の
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
子
の
監

護
体
制
の
変
更
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
原
告
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
審
理
に

お
け
る
重
要
な
争
点
と
な
っ
た
。

裁
判
官
は
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
（L

indley

）、
ボ
ウ
エ
ン
（B

ow
en

）
お
よ
び
Ａ
．Ｌ
．ス
ミ
ス
（A

. L
. S
m
ith

）
の
三
名
。
こ
の
う
ち
、
判

決
を
申
渡
し
た
の
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
で
も
裁
判
官
を
務
め
た
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
で
あ
る
。

審
理
対
象
と
さ
れ
た
論
点
の
第
一
は
、
裁
判
管
轄
権
の
問
題
で
あ
る
。
本
事
案
に
は
、
裁
判
管
轄
権
を
議
論
す
る
に
足
る
固
有
の
背
景

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
両
親
の
経
済
的
事
情
で
あ
る
。
と
も
に
窮
乏
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
子
に
遺
す
べ
き
財
産
は
皆
無
で

あ
っ
た
。

後
見
人
の
権
限
に
は
、
子
の
監
護
教
育
に
加
え
、
子
の
財
産
管
理
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
見
人
の
選
任
は
、
子
に
帰
属

す
る
財
産
が
存
在
し
な
い
場
合
、
そ
の
事
案
に
対
す
る
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
る
。
財
産
が
残
さ
れ
た
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
を
い

か
に
管
理
し
、
処
分
す
べ
き
か
に
つ
い
て
審
理
す
べ
き
と
こ
ろ
、
両
親
を
亡
く
し
、
し
か
も
財
産
の
な
い
子
の
場
合
、
そ
の
審
理
対
象
が

存
在
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
そ
う
し
た
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
言
及

し
た
判
決
例
は
あ
っ
た
。
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
リ
ポ
ー
ト
で
は
、
ス
ペ
ン
ス
事
件
（In re S

pense （25
）

）
に
お
け
る
コ
ッ
テ
ナ
ー
ム
裁
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判
官
（L

ord C
ottenham

）
の
見
解
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
（Judicature A
ct 1893

）
成
立
以
前
の
大
法
官
裁
判
所
（old C

hancery 

C
ourt （26

）
）
お
よ
び
高
等
法
院
で
は
、
子
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
な
い
場
合
で
も
、
後
見
人
の
選
任
に
つ
い
て
介
入
し
、
子
の
利
益
の
た
め

に
、
後
見
権
を
主
張
す
る
者
に
、
監
護
教
育
、
財
産
管
理
上
の
問
題
（m

isconduct

）
が
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
請
求
を
認
め
て
き

た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
場
合
の
審
理
対
象
と
な
る
問
題
は
何
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
。

上
記
、
二
つ
の
問
題
に
対
す
る
確
認
の
内
容
が
、
以
下
に
引
用
す
る
リ
ポ
ー
ト
の
原
文
で
あ
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
関
す
る
当
裁
判
所

の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
引
用
し
て
お
く
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
事
例
の
場
合
、
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
が
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
裁
判
所
の
監
督
下
に
あ
る
子

は
、
帰
属
す
る
財
産
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
子
の
扶
養
あ
る
い
は
教
育
に
対
す
る
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
一
再
で
き
な
い
。

裁
判
所
の
、
唯
一
成
し
得
る
こ
と
は
、
後
見
人
を
解
任
し
、
他
の
者
が
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の
者
を
子
の
監
護
教
育
の
た
め
任
命
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
管
轄
権
の
制
限
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
使
を
、
子
の
た
め
に
喜
ん
で
監
護
を
引

き
受
け
、
近
友
と
し
て
の
職
務
に
あ
る
者
が
、
子
の
た
め
に
裁
判
所
へ
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
27
）

。

こ
こ
に
い
う
裁
判
管
轄
権
の
制
限
と
は
、
審
理
の
範
囲
が
、
後
見
人
を
解
任
し
、
他
の
者
を
任
命
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
帰
属
す
べ
き
財
産
の
な
い
子
の
場
合
、
後
見
人
の
任
命
請
求
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
な
し
得
る
審
理
対
象
は
、
後
見
人
選

任
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
上
記
の
判
決
文
で
は
、
そ
の
行
使
に
つ
き
、
子
の
監
護
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
近

七
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友
が
裁
判
所
へ
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
子
の
監
護

を
志
望
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
近
友
の
地
位
に
あ
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
限
り
、
子
に
帰
属
す
る
財
産
が
な
く
と
も
、
裁
判
所
に
裁

判
権
の
行
使
を
請
求
し
得
る
、
と
す
る
趣
旨
の
確
認
で
あ
る
。

本
訴
訟
に
お
け
る
原
告
は
子
の
近
友
と
し
て
の
地
位
に
あ
り
、
請
求
の
意
図
も
子
の
信
仰
す
べ
き
宗
教
を
決
め
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
の
審
理
対
象
の
た
め
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。
裁
判
権
行
使
の
請
求
は
、
可
能
で
あ
り
、
裁
判
所
も
当

該
事
件
に
対
す
る
裁
判
権
の
行
使
は
可
能
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
、
そ
の
確
認
を
ま
ず
踏
ま
え
た
。

裁
判
管
轄
権
の
存
在
を
確
認
し
た
の
ち
、
裁
判
所
が
次
に
言
及
し
た
問
題
は
、
裁
判
所
の
義
務
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
財
産
の
全
く
な

い
、
そ
し
て
法
的
後
見
人
（legal guardian

）
の
監
護
下
に
あ
る
子
に
対
し
て
、
い
か
な
る
判
決
を
下
す
義
務
が
あ
る
の
か
を
、
問
い
か

け
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
子
の
後
見
体
制
を
い
か
に
整
え
る
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
法
的
後
見
人
に
よ
る
単
独
後
見
と
す
る
の
か
、

原
告
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
夫
人
の
主
張
を
認
め
、
共
同
後
見
の
体
制
に
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
審
理
を
進
め
、
判
決
を
導
く
べ
き
義
務
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
子
の
利
益
原
則
が
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
に
お
い
て
も
、
判
決
を
導
く
際
の
法
的
根
拠
と
し
て
設
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
裁
判
所
の
考
慮
事
項
と
な
る
主
要
な
問
題
は
、
子
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
訴
訟
の
事
実
関
係
、

原
告
の
請
求
内
容
お
よ
び
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
こ
の
種
の
事
件
に
関
す
る
判
例
理
論
に
鑑
み
る
と
き
、
そ
の
原
則
の
設
定
は
、
必
然

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
で
は
、
利
益
原
則
の
適
用
に
、
注
視
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
の
利
益
と

は
何
か
、
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
、
か
つ
包
括
的
で
も
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
現
在
の
法
に
通
ず
る
明
確
な
概
念
を
提
示
し
て
い
る
、
と
言
う

点
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
児
童
法
制
定
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
た
、
法
律
委
員
会
（L

aw
 C
om
m
ission

）
の
審
議
の
な
か
で
（
28
）

、
子
の
利
益
概
念
の
検
討

七
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資
料
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
判
決
例
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
子
の
利
益
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
次
の
よ

う
に
主
張
す
る
。

そ
の
よ
う
な
「
利
益
」（w

elfare

）
と
は
、
一
切
を
含
む
用
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
楽
し
い
家
庭
、
安
定
し
た
生
活
水
準
を
提
供
す
る

た
め
の
十
分
な
収
入
、
お
よ
び
健
康
と
正
し
い
人
間
と
し
て
の
誇
り
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
の
十
分
な
保
護
、
こ
れ
ら
の

意
味
に
お
い
て
、
物
質
的
な
利
益
（w

elfare

）
を
含
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
質
的
な
条
件
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
副
次
的
な
問
題
で

あ
る
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
子
の
性
格
、
人
格
お
よ
び
才
能
の
発
達
に
不
可
欠
の
、
安
定
と
安
全
、
愛
と
理
解
の
あ
る
監
護
と
指
導
で
あ

る
（
29
）

。リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

裁
判
所
の
審
理
事
項
と
し
て
重
要
な
問
題
は
、
子
の
利
益
（w

elfare

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
の
利
益
は
金
銭
、
ま
た
は
身
体
的
な
快

楽
の
み
を
も
っ
て
判
断
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。「
利
益
」（w

elfare

）
の
語
は
、
そ
の
も
っ
と
も
広
い
意
味
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
子
の
道
徳
に
お
け
る
、
そ
し
て
宗
教
に
お
け
る
利
益
も
ま
た
身
体
の
健
康
と
同
じ
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
か
な
る
も
の
も
愛
情
の
つ
な
が
り
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
30
）

。

つ
ま
り
、
子
の
利
益
と
は
、
金
銭
的
な
利
益
、
身
体
の
健
康
に
加
え
、
道
徳
的
・
宗
教
的
な
利
益
、
愛
情
に
基
づ
い
た
繋
が
り
を
い
う

七
二
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と
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
宗
教
的
な
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
に
具
体
性
を
欠
い
て
お
り
、
理
解
も
し
づ
ら
い
。
裁
判
官
の
さ
ら

な
る
説
明
も
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
信
仰
を
通
し
て
涵
養
さ
れ
る
徳
、
慈
愛
の
精
神
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
面
に
関
す
る
利
益
を
意
味

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
訴
訟
の
場
合
、
さ
ら
に
、
四
人
の
子
が
同
一
の
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
、
同
一
の
信
仰
上
の
価
値

観
の
共
有
、
そ
こ
に
生
ず
る
連
帯
な
い
し
協
調
と
い
う
利
益
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

子
の
信
仰
は
、
子
の
利
益
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
に
お
け
る
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
上
記

の
論
証
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
判
決
文
は
、
こ
の
後
、
そ
の
信
仰
を
誰
が
決
め
る
の
か
、
子
の
信
仰
と
法
的
後
見
人
と
の
信
仰
が

異
な
る
こ
と
が
後
見
体
制
の
維
持
な
い
し
変
更
に
ど
う
関
わ
る
か
に
つ
い
て
、
理
論
を
展
開
す
る
。
以
降
、
そ
の
分
析
を
進
め
る
。

未
成
年
の
子
の
信
仰
を
決
定
す
る
最
終
的
な
権
限
は
、
裁
判
所
に
あ
る
と
す
る
の
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
す
で
に
確
立
さ

れ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
の
原
則
で
あ
る
。
子
の
信
仰
す
る
宗
教
の
決
定
、
す
な
わ
ち
宗
教
教
育
に
つ
い
て
、
関
係
者
の
間
で
意
見
の

対
立
が
あ
る
場
合
、
そ
の
解
決
は
、
最
終
的
に
裁
判
所
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
に
属
す
る
事

項
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
解
決
の
基
準
と
な
る
法
原
則
は
判
例
法
理
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
特
別
の
事
由
が
な

い
限
り
、
父
親
に
そ
の
決
定
権
が
あ
る
（
31
）

。
一
八
八
六
年
幼
児
後
見
法
（C

ustodianship of Infants A
ct, 1886

）
は
、
子
の
父
親
が
死
亡
し

た
後
、
子
の
母
親
の
権
利
を
拡
張
し
た
も
の
の
、
た
と
え
ば
遺
言
な
ど
に
よ
り
、
父
親
の
意
思
が
明
確
で
あ
る
場
合
、
宗
教
教
育
に
関
す

る
母
親
の
意
思
決
定
に
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
32
）

。

し
か
し
、
本
訴
訟
に
お
け
る
問
題
は
、
父
親
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
子
の
信
仰
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
子
の
た
め
に

な
る
の
か
、
信
仰
の
た
め
に
、
原
告
の
主
張
す
る
後
見
体
制
に
す
る
の
が
子
の
利
益
に
つ
な
が
る
の
か
で
あ
る
。
判
決
は
、
そ
の
問
題
に

対
す
る
結
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
二
五
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子
の
信
仰
に
対
す
る
父
親
の
意
思
は
、
一
八
九
〇
年
代
に
は
す
で
に
確
立
さ
れ
た
と
み
な
し
得
る
子
の
利
益
原
則
の
制
約
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
そ
う
し
た
両
者
の
理
論
的
な
関
係
を
十
分
認
識
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
点

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
こ
そ
が
、
現
在
の
法
理
論
の
状
況
で
あ
る
と
我
わ
れ
は
確
信
し
て
い
る
。
現
在
の
法
は
、
子
が
、
死
亡
し
た
父
親
の
信
仰
に
お

い
て
養
育
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
彼
ら
に
対
す
る
そ
の
効
果
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
に
命
ず
る
よ
う
強
制
す
る
ほ
ど
の
厳
格
さ

は
な
い
。
こ
の
点
は
、
ク
ラ
ー
ク
事
件
（In re C
larke （33

）
）
の
担
当
裁
判
官
、
ケ
イ
（K

ay

）、
さ
ら
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
ネ
ヴ
ィ
ン
事
件

（In re N
evin （34

）
）
裁
判
に
お
い
て
、
慎
重
に
考
察
さ
れ
た
。
ホ
ー
ク
ス
ワ
ー
ス
対
ホ
ー
ク
ス
ワ
ー
ス
訴
訟
（H

aw
ksw
orth v. H

aw
ksw
orth （35

）
）、

そ
こ
で
は
、
父
親
の
信
仰
の
な
か
で
子
を
養
育
す
べ
き
後
見
人
の
義
務
、
お
よ
び
そ
の
命
令
を
下
す
べ
き
裁
判
所
の
義
務
に
つ
い
て
強
固

な
主
張
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
裁
判
官
は
、
こ
の
一
般
原
則
に
は
例
外
は
な
い
と
す
る
主
張
を
認
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る；

そ
し
て
、

裁
判
所
は
、
い
つ
で
も
十
分
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
そ
の
原
則
を
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
る
（
36
）

。

父
親
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
子
の
養
育
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
原
則
は
、
後
の
判
決
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
修
正
な
い
し
変
更
の
根
拠
、
上
記
の
引
用
文
に
よ
る
と
、
十
分
な
根
拠
（suffi  cient reason

）
と
な
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
核
心
部
分
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
検
証
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
判
決
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

七
二
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子
の
利
益
（w

elfare

）
は
、
裁
判
所
の
究
極
の
目
標
で
あ
る
（
37
）

：
ス
タ
ー
ト
ン
対
ス
タ
ー
ト
ン
訴
訟
（S

tourton v. S
tourton （38

）
）、
ア
ン
ド

リ
ュ
ウ
ス
対
ソ
ル
ト
訴
訟
（A

ndrew
s v. S

alt （39
）

）、
お
よ
び
エ
ガ
ー
・
エ
リ
ス
訴
訟
（In re A

ger E
llis （40

）
）
参
照
。
こ
の
点
に
関
す
る
子
の
権

利
は
、
子
の
後
見
人
と
裁
判
所
の
共
同
の
義
務
で
あ
る
（
41
）

。

上
記
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
後
段
の
部
分
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
必
要
と
す
る
。
子
の
権
利
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
判
決
文
で

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
裁
判
所
お
よ
び
後
見
人
の
義
務
と
は
何
か
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

前
後
の
文
脈
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
こ
に
い
う
子
の
権
利
と
は
、
子
の
利
益
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
目
指
す
べ
き
最
終
の
目
標
と
さ
れ

る
こ
と
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
見
人
に
お
い
て
も
ま
た
そ
れ
を
目
標
と
す
べ
き
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
論
旨
で
あ
る
と
理
解
し
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
お
よ
び
後
見
人
に
と
っ
て
は
義
務
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
結
論

に
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
引
用
文
に
お
け
る
十
分
な
根
拠
（suffi  cient reason

）
と
は
、
す
で
に
判
例
法
理
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
子

の
利
益
保
護
の
原
則
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
や
は
り
判
例
法
理
と
し
て
成
立
し
て
い
た
、
子
の
宗
教
に
関
す
る
父
親

の
意
思
優
先
の
法
理
は
、
子
の
利
益
保
護
の
原
理
に
よ
る
制
約
を
う
け
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の

論
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

審
理
の
対
象
は
、
次
の
問
題
に
移
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
人
の
子
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
仰
の
な
か
で
、
養
育
さ
れ
る
の
が

よ
い
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
よ
る
べ
き
な
の
か
が
審
理
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

子
の
宗
教
教
育
に
対
し
て
、
父
親
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
が
信
仰
し
て
い
た
と
さ
れ
る
カ
ソ
リ
ッ

七
二
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ク
の
信
仰
へ
と
導
く
意
図
で
あ
っ
た
の
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
よ
い
と
思
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
意
図
が
あ
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
裁
判
所
の
検
討
対
象
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
論
理
的
に
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で

は
あ
る
の
だ
が
。

そ
こ
で
は
、
父
親
の
宗
教
に
対
す
る
信
仰
の
状
況
、
子
の
宗
教
教
育
に
対
す
る
姿
勢
に
対
す
る
対
応
の
有
り
様
に
つ
い
て
解
析
が
進
め

ら
れ
、
父
親
と
子
の
間
で
、
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
教
育
的
作
用
を
も
た
ら
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
む
し
ろ
否

定
的
な
結
論
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
整
理
す
る
。

父
親
は
、
も
と
も
と
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
っ
た
も
の
の
、
信
仰
の
敬
虔
さ
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
子
の
宗
教

に
つ
い
て
無
関
心
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
判
決
文
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

父
親
が
敬
虔
な
信
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
証
言
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
は
礼
拝
の
場
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
子

ど
も
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
と
し
て
洗
礼
を
受
け
て
い
る
が
、
父
親
の
生
存
中
、
長
男
は
、
父
親
の
同
意
を
得
て
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
信
者
に
よ
る
教
育
を
受
け
た
。
女
児
二
人
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
デ
イ
・
ス
ク
ー
ル
に
通
学
し
た
が
、
日
曜
日
に
は
し
ば
し
ば
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
へ
行
き
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
日
曜
学
校
に
も
通
っ
た
（
42
）

。

父
親
は
信
仰
心
の
あ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
者
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
示
す
状
況
で
あ
り
、
子
に
対
し
て
も
、
ロ
ー
カ
ソ
リ
ッ
ク

の
信
仰
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
判
断

を
し
て
い
る
。

七
二
八



一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
一
）

父
親
の
生
存
中
、
親
切
で
慈
悲
深
い
人
が
、
四
人
の
幼
少
の
子
供
を
扶
養
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
養
育
し
た
い
と
申
し
出
た
な

ら
、
そ
の
提
案
を
彼
は
喜
ん
で
承
諾
し
た
で
あ
ろ
う
と
、
我
わ
れ
は
確
信
す
る
（
43
）

。

父
親
に
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
子
の
内
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
意
思
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
子
の
生
活
の
基
盤
と
す
る
意
思
の
無

い
こ
と
が
裁
判
所
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
確
認
は
、
父
親
が
、
自
ら
の
信
仰
に
、
執
着
し
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
父
親
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
仰
の
意
思
を
否
定
す
る
結
論
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
そ
の

こ
と
が
、
彼
の
信
仰
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
（
44
）

」
と
述
べ
る
。

裁
判
所
の
関
心
は
、
さ
ら
に
父
親
が
死
亡
し
た
の
ち
、
子
ど
も
の
信
仰
生
活
が
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
こ
の
間
の
状
況
に
関
す
る
、
裁
判
所
の
事
実
認
定
は
、
一
五
歳
に
な
る
長
女
、
彼
女
を
除
い
た
年
少
の
女
児
二
人
、
お
よ
び
男

子
一
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
生
活
の
状
況
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
長
女
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
判
断
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
一
五
歳
に
達
し
て
お
り
、
信
仰
に
つ
い
て
自

ら
の
意
思
で
決
定
し
得
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
管
轄
権
は
及
ば
な
い
こ
と
に
よ
る
。
長
女
以
外
の
二
人
の
女
児
と
最
年
少
の
男
児
に
つ
い
て

は
、
一
八
九
〇
年
四
月
ま
で
、
施
設
、
ナ
ザ
レ
・
ハ
ウ
ス
（N

azareth H
ouse

）
で
生
活
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
時
期
以
降
母
親
の
病
気

も
あ
っ
て
、
一
八
八
九
年
一
一
月
母
親
の
任
命
し
た
正
式
な
後
見
人
に
よ
る
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
養
育

へ
移
行
さ
れ
た
（
45
）

。
信
仰
生
活
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
結
局
、
二
人
の
女
児
と
最
年
少
の
男
児
、
合
わ
せ
て
三
人
の
子
供
で
あ
る

が
、
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
、
裁
判
所
が
提
起
し
た
問
題
は
、
彼
ら
の
信
仰
を
再
び
変
更
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
の
か
、

彼
ら
が
長
男
と
長
女
の
信
仰
と
異
な
る
信
仰
の
な
か
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
利
益
（w

elfare

）
に
な
る
の
か
、
そ
う
し
た
変
更

七
二
九
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）

（
一
一
二
二
）

が
父
親
の
意
思
に
合
致
す
る
の
か
、
の
三
点
に
あ
っ
た
（
46
）

。

前
述
、
父
親
の
信
仰
の
意
思
を
無
視
し
得
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
、
こ
う
し
て
子
の
利
益
保
護
の
問
題
と
連
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
結
果
と
し
て
上
記
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
否
定
し
て
い
る
。
子
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
父
親
の
宗
教
に
従
わ

せ
る
、
と
す
る
制
定
法
な
い
し
判
例
法
の
原
則
に
修
正
を
加
え
、
本
訴
訟
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
根
拠
と
し
て
、
父
親
の
信
仰
上
の

意
思
は
子
の
信
仰
に
対
し
て
、
拘
束
力
を
持
た
な
い
、
と
す
る
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
の
後
見
体
制
を
い
か
に
す
る
か

の
問
題
は
、
父
親
の
信
仰
を
根
拠
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。

裁
判
所
の
論
点
は
、
次
の
問
題
、
す
な
わ
ち
最
終
の
問
題
で
も
あ
る
、
子
の
後
見
体
制
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
移
っ
た
。
具

体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
裁
判
所
は
、
本
事
件
の
事
実
関
係
か
ら
推
認
す
る
こ
と
に
反
し
、
子
ど
も
が
、
母
親
に
よ
っ
て
信
任
さ
れ
、
そ
れ
も
親
切
な
処
遇

を
受
け
て
き
て
お
り
、
い
ま
で
も
そ
う
で
あ
る
婦
人
の
保
護
か
ら
、
引
き
離
さ
れ
る
こ
と
が
子
の
利
益
（w

elfare

）
に
な
る
、
と
判
決
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
48
）

。

判
決
は
、
そ
れ
を
否
定
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
子
の
利
益
に
適
合
す
る
と
い
う
の
が
根
拠
で
あ
る
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
も
、

簡
潔
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
上
記
引
用
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、
後
見
人
の
子
に
対
す
る
処
遇
で
あ
る
。
上

記
の
引
用
文
で
は
、
そ
れ
が
親
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
説
明
さ
れ
て
い
る
（
49
）

。
母
親
の
信
任
を
得
て
子
の
後
見
を
託
さ
れ
た
後
見
人
の
存

七
三
〇



一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
三
）

在
、
加
え
て
、
彼
女
が
子
に
対
し
て
親
切
な
対
応
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
子
の
利
益
を
確
認
し
得
る
重
要
な
根
拠
に
な
っ
た
も

の
と
推
測
で
き
よ
う
。

判
決
は
、
も
う
一
つ
の
利
益
、
す
な
わ
ち
、
子
の
信
仰
に
お
け
る
利
益
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
子
の
信
仰
す
る
宗
教
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
に

す
る
か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
す
る
の
か
、
父
親
に
執
着
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
て
お
り
、
二
人
の
子
す
な
わ
ち
一
六
歳
の
長

男
と
一
五
歳
の
長
女
は
す
で
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
り
、
他
の
三
人
の
子
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
環
境
下
で
教
育
を
受
け
て
い
る

状
況
の
中
で
、
年
少
の
子
三
人
の
宗
教
的
環
境
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
利
益
（w

elfare

）
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
（
50
）

。

こ
の
場
合
の
子
の
利
益
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
幼
少
期
に
お
け
る
宗
教
的
環
境
お
よ
び
宗
教
教

育
の
一
貫
性
が
、
子
の
人
格
形
成
に
与
え
る
教
育
的
効
果
を
意
味
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
。

本
訴
訟
に
お
け
る
論
点
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
論
構
成
の
上
に
判
決
が
導
か
れ
た
。
裁
判
所
は
、
原
告
で
あ
る
父
親
の
叔
母
の
請
求
を

棄
却
し
た
。
幼
少
の
子
、
女
児
二
人
、
男
児
一
人
は
、
原
告
へ
引
渡
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
継
続
し
て
、
後
見
人
の
保
護
の
下
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
信
仰
の
環
境
に
お
い
て
監
護
さ
れ
、
教
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5　

本
判
決
の
意
義

第
一
章
で
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
事
件
判
決
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
子
の
利
益
概
念
は
、
判
決
理
由
と
し
て
、

こ
の
後
の
、
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
援
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
に
重
要
な
足
跡
を
残
し
て
き
た
、

と
言
っ
て
よ
い
。
以
下
に
、
そ
の
事
例
と
そ
の
他
の
引
用
事
例
に
つ
い
て
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

ま
ず
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
と
、
同
じ
年
に
下
さ
れ
た
判
決
一
八
九
三
年
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
（﹇1893

﹈ 2 C
. A
.

）
で
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ

七
三
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四
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（
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三
年
一
月
）

（
一
一
二
四
）

ス
訴
訟
に
お
け
る
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
（L

indley

）
裁
判
官
の
「
子
の
利
益
」
に
関
す
る
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ

裁
判
官
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
子
の
利
益
概
念
を
基
準
と
し
て
、
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
子
の
利
益
と
は
何

か
、
を
判
断
す
る
た
め
の
規
準
と
し
て
な
さ
れ
た
引
用
で
あ
る
。

ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
を
担
当
し
た
裁
判
官
の
一
人
、
エ
シ
ャ
ー
（E
sher

）
卿
が
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
定
義
を
踏
ま
え
述
べ
た
こ

と
は
、「
し
た
が
っ
て
、
当
裁
判
所
が
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
事
実
関
係
全
体
の
状
況
、
両
親
の
地
位
、
子
の
地
位
、
子
の
年
齢
、
子
が

い
く
つ
か
の
信
仰
に
関
係
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
、
そ
う
し
て
子
の
幸
福
（happiness

）
で
あ
る
（
51
）

」。
こ
の

論
旨
が
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
定
義
に
基
づ
い
て
、
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
子
の
利
益
の
判
断
基
準
と
し
て
設
定

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
子
の
利
益
は
、
総
合
的
に
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
両
判
決
の
論
理
の
関
連
性
を
見
出

し
得
る
。

さ
ら
に
、
一
九
〇
〇
年
代
初
期
の
判
決
に
も
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
、
子
の
信
仰
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
示
し
た
見
解
の

引
用
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
お
よ
び
そ
の
他
訴
訟
（W

ard v. L
averty and A

nother （52
）

）
判
決
で
は
、
マ
ッ

グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
に
お
け
る
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
（L

indley
）
裁
判
官
の
「
当
該
年
齢
の
子
の
宗
教
に
つ
い
て
、
親
族
の
間
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
側
が
追
羽
根
ゲ
ー
ム
に
興
ず
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
危
険
が
あ
る
」
と
す
る
主
張
を
引
用
し

て
い
る
（
53
）

。
そ
れ
は
、
未
成
年
者
で
あ
る
兄
弟
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
の
親
族
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
の
後
見
人
の

共
同
後
見
が
行
わ
れ
る
と
し
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
宗
派
の
異
な
る
共
同
後
見
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信

仰
を
子
に
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
の
教
育
上
の
影
響
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
子
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
間
で
精
神
の
安
定
性
を

欠
く
こ
と
に
、
裁
判
官
は
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
三
二



一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
五
）

被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
訴
訟
は
、
事
件
の
内
容
、
争
点
に
お
い
て
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
と
類
似
し
て
い
る
。
前
者
の
場
合
も
、

両
親
を
亡
く
し
た
子
の
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
、
父
親
の
信
仰
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
母
親
の
親
族
が
信
仰
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
が
対
立
し

た
。
そ
の
対
立
は
、
子
の
後
見
人
の
選
任
を
め
ぐ
る
対
立
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
（
54
）

。
被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
ト
訴
訟
に
お
け
る
、
上
記

リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
引
用
は
、
そ
う
し
た
事
実
関
係
の
類
似
性
が
背
景
に
あ
る
。

一
九
六
九
年
Ｊ
．ｖ
．Ｃ
判
決
（J. and A

nother v. C
. and O

thers （55
）

）
で
は
、
裁
判
官
の
一
人
、
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
（M

acderm
ott

）
が
、

リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
子
の
利
益
に
関
す
る
定
義
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
は
両
親
を
亡
く
し
た
子
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
に
よ
っ
て
申
し
渡
さ
れ
た
判
決
は
、
子

の
利
益
の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
（
56
）

。

こ
こ
に
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
意
義
に
対
す
る
評
価
が
示
さ
れ
て
お
り
、
当
該
判
決
は
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
に
記
憶
す

べ
き
貢
献
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
。

6　

結
論

本
訴
訟
は
、
子
の
後
見
人
の
選
任
が
争
点
に
な
っ
て
お
り
、
一
八
九
三
年
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
子
の
利
益
原
則
が
、
判
決

形
成
の
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
法
体
系
、
と
く
に
判
例
の
傾
向
に
鑑
み
、
必
然
的
に
導
か
れ
る
結
果
で
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
事
実
関
係
を
み
る
と
、
他
の
判
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
は
違
っ
た
、
本
訴
訟
に
固
有

七
三
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一
月
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（
一
一
二
六
）

の
問
題
が
あ
る
。
子
の
信
仰
に
対
す
る
、
父
親
の
意
思
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
判
決
は
、
子

の
信
仰
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
子
の
監
護
上
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
法
原
則
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
結
果
的
に
、
裁
判
所
の
理
論
が
、
父
親
の
信
仰
に
対
す
る
執
着
心
の
無
さ
を
根
拠
と
し
て
、

子
の
信
仰
を
父
親
の
意
思
に
従
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
い
た
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
判
決
の
理
論
は
、
本
訴
訟
の
そ
う
し
た
特
別
の
事

情
を
踏
ま
え
た
と
こ
ろ
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
、
子
の
信
仰
と
子
の
監
護
権
の
帰
属
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
こ
う
し

た
、
本
訴
訟
に
お
け
る
事
実
の
分
析
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
理
論
構
成
に
よ
り
、
新
た
な
理
論
上
の
展
開
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
本
訴
訟
判
決
を
特
徴
づ
け
る
点
に
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
の
利
益
に
つ
い
て
、
定
義
と
い
っ
て
も
よ
い
、

し
か
も
現
代
に
適
用
し
得
る
新
た
な
概
念
を
示
し
た
点
で
あ
る
。
父
権
を
制
約
す
る
要
因
と
し
て
、「
子
の
利
益
」
が
、
フ
ィ
ン
訴
訟
を

端
緒
と
し
て
、
大
法
官
裁
判
所
に
お
け
る
、
子
の
監
護
教
育
に
関
す
る
多
く
の
訴
訟
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
子
の
利
益
を
優
先
し
て
き
た

と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
と
も
か
く
父
権
行
使
の
減
衰
に
、
母
親
の
権
利
と
と
も
に
機
能
し
て
き
た
事
実
は
あ
る
が
、
子
の
利
益
と
は

何
か
に
つ
い
て
、
論
理
的
な
概
念
を
提
示
し
た
例
は
な
か
っ
た
。
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
1
） 

親
子
関
係
お
よ
び
そ
の
他
の
子
に
関
す
る
親
族
的
関
係
に
お
い
て
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
子
の
利
益
と
な
る
か
否
か
を
唯
一
の
規
準
と
し
て
、

子
の
利
益
に
適
う
よ
う
裁
判
所
は
紛
争
に
対
す
る
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
原
則
で
あ
る
。
学
術
用
語
と
し
て
は 

“param
ountcy principle ” 

（
至
高
性
原
則
）
と
い
う
表
現
も
あ
る
（S

ee, N
igel L

ow
e and G

illian D
ouglas, B

rom
ley ’s F

am
ily L

aw
 tenth 

edition, 2006, p.455

）。
そ
こ
に
は
、
比
較
衡
量
の
手
法
を
排
除
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
児
童
法
第
一
条
第
一
項
の
原
文
は
以

下
の
と
お
り
。

　
　

1
．W

elfare of the child

七
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
七
）

　
　
　

⑴　

W
hen a court determ

ines any question w
ith respect to-

│

　
　
　
　

⒜　

the upbringing of a child; or
　
　
　
　

⒝　

the adm
inistration of a child ’s property or the application of any incom

e arising from
 it,

　
　
　
　
　

the child ’s w
elfare shall be the court ’s param

ount consideration

（
2
） S

ee N
igel L

ow
e, ’ T

he H
ouse of L

ords and the w
elfare principle ’ F

am
ily L

aw
 tow

ard
s th

e M
illen

n
iu

m
 E

ssays for P
M

 

B
rom

ley 

（1997
） p.127, N

igel L
ow
e and G

illian D
ouglas B

rom
ley’s F

am
ily L

aw
 tenth edition 

（2007

） p.353, P
. H
. P
ettit 

‘Parental C
ontrol and G

uardianship ’ A
 cen

tu
ry of F

am
ily L

aw
 1857-1957 

（1957

） p.62-67.

（
3
） S

ir W
illiam

 B
lackstone C

om
m

en
taries on

 th
e law

s of E
n

glan
d V
ol Ⅰ

G
arland P

ublishing, Inc 

（1978

） pp.448-452.

（
4
） In re M

cgrath

（infants
） ﹇1893

﹈ C
h. D
.143.

（
5
） Ibid, p.144.

　
　

大
法
官
部
の
判
決
は
、﹇1892

﹈ 2 C
h. p.494

以
降
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） Ibid.

（
7
） Ibid.

（
8
） Ibid.

（
9
） Ibid.

（
10
） Ibid.

（
11
） 

﹇1893

﹈ 2 C
. A
. 232.

（
12
） In re M

cgrath

（infants

） op. cit., p.143.

（
13
） 

一
八
九
三
年
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
（﹇1893

﹈ 2 C
. A
.

）、
被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
お
よ
び
そ
の
他
訴
訟
（W

ard v. L
averty and 

A
nother

）（﹇1924

﹈ A
ll. E
. R
.319 

（H
. L
.

））
判
決
、
一
九
六
九
年
Ｊ
．ｖ
．Ｃ
判
決
（J. and A

nother v. C
. and O

thers 

﹇1969

﹈ 1 A
ll E
. R
. 

788

（H
. L
.

））
は
そ
の
例
で
あ
る
。

七
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
二
八
）

（
14
） 

未
成
年
者
（infant

）
が
訴
訟
当
事
者
と
な
る
場
合
、
彼
に
代
わ
っ
て
訴
訟
手
続
き
を
行
う
も
の
を
言
い
、
通
常
は
親
族
が
そ
の
任
に
当
た
る

（John B
urke Jow

itt’s D
iction

ary of E
n

glish
 L

aw
 second edition volum

e 2 

（1977

） pp.1235-1236

）。
近
友
に
よ
る
訴
訟
提
起
の
事
例

は
少
な
く
な
い
。
実
際
の
判
決
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

　
　

一
八
七
八
年B

esant

訴
訟
（﹇1897

﹈ 11 C
h.D
 508

）
で
は
、
両
親
の
別
居
の
後
、
母
親
の
監
護
下
に
置
か
れ
た
、
そ
の
当
時
八
歳
の
女
児
を

父
親
に
引
き
渡
す
べ
き
旨
の
請
求
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
原
告
に
は
、
八
歳
の
娘
と
と
も
に
父
親
も
近
友
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
（pp.508-509

）。

八
歳
の
女
児
が
原
告
と
な
っ
た
の
は
、
子
を
引
き
取
っ
た
母
親
が
無
神
論
を
内
容
と
す
る
出
版
物
の
出
版
業
に
、
共
同
経
営
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
と
子
に
対
す
る
宗
教
教
育
を
拒
否
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
子
に
と
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
子
自
ら
が

そ
の
不
利
益
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
。

　
　

一
八
四
八
年F

ynn

訴
訟
（﹇1904

﹈ 21 C
h 205

）
は
、
三
人
の
子
（
年
齢
は
そ
れ
ぞ
れ
、
三
歳
半
、
四
歳
、
七
歳
）
が
、
彼
ら
の
後
見
人
の
任

命
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
手
続
き
は
、
彼
ら
の
近
友
で
あ
る
、
祖
母
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
（p.205

）。

（
15
） 

母
親
の
子
に
対
す
る
権
利
の
強
化
を
意
図
し
て
制
定
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
子
の
監
護
権
を
母
親
に
認
め
る
か
否
か
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
場
合
、

子
が
二
一
歳
に
達
す
る
ま
で
は
そ
の
行
使
を
認
め
、
ま
た
父
親
が
、
遺
言
に
よ
っ
て
、
彼
の
死
後
の
、
子
に
対
す
る
後
見
を
母
親
以
外
の
者
に
認
め

る
こ
と
に
よ
り
、
母
親
の
後
見
権
が
、
子
の
父
親
す
な
わ
ち
母
親
に
と
っ
て
は
、
夫
に
あ
た
る
者
の
遺
言
に
よ
り
、
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
一
八
三
九
年
タ
ル
フ
ォ
ー
ド
法
（T

alford ’s A
ct 1839

）、
一
八
七
三
年
未
成
年
者
監
護
法
（C

ustody of 

Infant A
ct 1873

）
と
と
も
に
、
母
親
の
地
位
の
強
化
を
図
っ
た
法
で
あ
る
（S

ee N
igel L

ow
e and G

illian D
ouglas op. cit., pp.354-355

）。

　
　

一
八
八
六
年
法
の
成
立
過
程
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
文
献
で
は
、
川
田　

昇
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
親
権
法
の
発
展
│

一
八
八
六
年
未
成
年
者
後
見
法
の
成
立
過
程
│
」『
家
族
政
策
と
法
』
福
島
正
夫
編
（
一
九
八
一
）
に
詳
し
い
（pp.117-159

）。

（
16
） 

子
の
親
が
、
子
の
引
渡
し
を
求
め
て
、
人
身
保
護
令
状
を
高
等
法
院
に
求
め
た
場
合
、
親
が
子
を
遺
棄
す
る
か
、
そ
れ
に
類
す
る
行
為
を
子
に

対
し
て
行
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
親
に
よ
る
人
身
保
護
令
状
の
請
求
を
拒
否
し
得
る
こ
と
が
基
本
原
則
で
あ
る
（
第
一
条
）。
子
の
利
益
擁
護
の
視

点
か
ら
、
親
の
権
利
行
使
を
制
約
す
る
意
図
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

（
17
） In re M

cgrath op. cit., p.143

七
三
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
九
）

（
18
） Ibid, pp.143-144.

（
19
） Ibid, p.146.

（
20
） Ibid, p.143.

（
21
） Ibid, p.146.

（
22
） Ibid.

（
23
） Ibid, p.152.

（
24
） 

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
信
仰
は
、
子
の
教
育
上
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
子
の
監
護
教
育
権
を
争
う
裁
判
上
の
紛
争
の
な
か
に
は
、
子
の
信
仰
を
ど

う
す
る
の
か
、
多
く
の
場
合
カ
ソ
リ
ッ
ク
を
選
択
す
る
の
か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
選
ぶ
の
か
、
と
い
う
問
題
が
、
主
要
な
論
点
で
あ
る
監
護
教
育
権

の
帰
属
の
問
題
に
連
結
さ
れ
て
、
争
点
と
な
る
事
例
を
し
ば
し
ば
見
出
し
得
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟

以
外
に
も
、
父
親
を
亡
く
し
た
三
人
の
子
の
監
護
教
育
権
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
、
父
方
の
親
族
と
母
親
と
の
間
で
生
じ
た
対
立
を
裁
定
し
た
事
件
、

一
九
二
四
年W

ard v. L
averty and A

nother

（﹇1924

﹈ A
ll E
 R
 319

（H
. L
.

）
で
は
、
子
の
信
仰
を
父
親
の
信
仰
し
て
い
た
カ
ソ
リ
ッ
ク
に

す
る
か
、
母
親
が
後
に
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
宗
派
（presbyterians

）
に
す
る
か
が
、
主
要
な
争
点
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
（pp.319-320

）。
監
護
教
育
権
者
の
決
定
が
、
信
仰
の
選
択
の
如
何
に
か
か
る
場
合
も
あ
り
得
る
。

　
　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
子
に
対
す
る
宗
教
教
育
は
、
早
く
か
ら
、
一
般
社
会
な
い
し
国
家
政
策
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の

治
世
下
（1558-1603

）、
宗
教
問
題
の
国
家
的
な
統
一
と
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
統
一
を
図
っ
て
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
祭
日
に
は
教
会
へ
行
く
こ
と

が
国
民
に
対
し
て
強
制
さ
れ
、
子
に
対
し
て
も
家
長
に
よ
る
宗
教
教
育
、
す
な
わ
ち
子
に
対
す
る
質
問
な
い
し
応
答
を
通
し
て
、
教
義
の
理
解
を
深

め
る
こ
と
が
立
法
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
た
（Ivy P

inchbeck and M
argaret H

ew
itt C

h
ild

ren
 in

 E
n

glish
 S

ociety volu
m

e 1 

（1969

） 

p.260

）。
そ
の
義
務
を
強
化
す
る
た
め
の
方
法
も
と
ら
れ
た
。
司
教
（B

ishop

）
は
、
教
理
問
答
書
（catechism

）
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
、
六

歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の
子
、
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
や
徒
弟
に
、
教
区
の
父
親
、
母
親
、
親
方
お
よ
び
用
人
の
使
用
者
た
る
主
婦
が
、
指
定
さ
れ
た
日
に
教

会
へ
行
き
、
彼
ら
が
同
じ
教
理
問
答
書
を
学
ん
だ
と
同
じ
時
間
、
牧
師
（m

inister
─
英
国
で
は
非
英
国
国
教
会
の
聖
職
者
）
と
の
教
え
を
、
素
直

に
か
つ
熱
心
に
受
け
る
よ
う
に
し
た
か
を
調
査
す
る
特
別
の
措
置
は
、
そ
う
し
た
義
務
の
強
化
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

七
三
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
三
〇
）

そ
こ
で
は
、
教
会
へ
出
席
し
た
子
の
人
数
、
教
理
問
答
書
を
知
っ
て
い
る
子
の
人
数
、
彼
ら
の
年
齢
、
居
所
の
調
査
も
行
わ
れ
て
い
る
（Ivy 

P
inchbeck and M

argaret H
ew
itt, above

）。
子
に
対
す
る
宗
教
教
育
は
、
国
家
の
政
策
と
し
て
、
子
の
家
庭
、
子
が
働
く
場
で
も
行
わ
れ
て
き

た
。
そ
の
中
心
に
置
か
れ
た
指
導
者
が
、
家
庭
で
は
家
長
で
あ
り
、
職
場
で
は
、
親
方
で
あ
り
、
女
性
使
用
人
で
あ
っ
た
。

　
　

教
理
問
答
書
に
よ
る
、
宗
教
教
育
の
方
法
は
、
国
家
の
安
定
や
宗
教
の
正
当
性
を
確
立
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会

が
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
義
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
、
唯
一
の
書
で
あ
る
聖
書
に
示
さ
れ
た
歴
史
的
記
録
に
見
ら
れ
る
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

を
子
に
対
し
て
教
育
す
る
た
め
の
有
力
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（Ivy P

inchbeck and M
argaret H

ew
itt above, p.262

）。
こ
の
た

め
、
聖
書
の
理
解
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
教
育
の
基
礎
に
な
り
、
聖
書
は
、
大
量
に
印
刷
さ
れ
、
安
い
価
格
で
庶
民
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
六

世
紀
お
よ
び
一
七
世
紀
に
は
、
一
人
が
一
冊
の
聖
書
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
（Ivy P

inchbeck and M
argaret H

ew
itt above pp.262-263

）。

　
　

時
代
の
推
移
に
伴
っ
て
、
子
の
教
育
に
対
す
る
宗
教
上
の
役
割
、
そ
れ
に
対
す
る
法
的
規
制
も
変
わ
っ
て
は
い
く
が
、
子
の
監
護
教
育
の
不
可
欠

の
要
素
と
し
て
、
子
の
宗
教
教
育
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
に
お
い
て
、
子
の
監
護
教
育
権
の
帰
属
が
争
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
情
が
背

景
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
25
） 2P

h. 247.

（
26
） 

従
来
の
大
法
官
裁
判
所
は
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
に
よ
っ
て
高
等
法
院
（H

igh C
ourt of Justice

）
に
統
合
さ
れ
、
名
称
も
大
法
官
部

（chancery division

） 

に
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
の
裁
判

管
轄
権
を
引
き
継
い
だ
王
座
部
（K

ing ’s B
ench D

ivision
）
が
受
理
し
た
子
の
監
護
教
育
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
大
法
官
裁
判
所

に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
き
た
法
理
、
つ
ま
り
子
の
利
益
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
（Judicature A

ct 1873 

第
二
五
条
第
一
〇
項
）、
そ
れ
ら
の

訴
訟
に
つ
い
て
は
、
大
法
官
裁
判
所
の
法
理
が
優
先
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
点
で
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
は
、
単
に
裁
判
機
構
、
裁
判
手
続
き

上
の
改
革
を
遂
げ
た
だ
け
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
ロ
ー
を
含
む
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
の
体
系
に
お
け
る
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
・
拡
大
に
極
め
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
。

　
　

最
高
法
院
法
に
よ
る
司
法
制
度
の
改
革
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
を
適
用
す
べ
き
、
多
く
の
新
し
い
問

題
、
た
と
え
ば
、
会
社
、
組
合
の
管
理
に
関
す
る
問
題
、
不
動
産
所
有
か
ら
株
式
保
有
へ
の
転
換
な
ど
の
問
題
が
生
じ
、
大
法
官
裁
判
所
の
職
掌
範
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囲
が
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
り
、
親
族
的
関
係
に
関
わ
る
司
法
制
度
の
改
革
だ
け
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
（Jill E

. M
aetin H

anbury &
 

M
artin M

od
ern

 E
qu

ity fourteen edition

（1993

） p.14

）。

　
　

最
高
法
院
法
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
の
資
料
と
し
て
は
、
以
上
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
、T

heodore F
. T
. P
lucknett A

 con
cise H

istory 

of th
e C

om
m

on
 L

aw
 1956, 

矢
頭
敏
也
編
『
英
米
法
原
論
教
材
』
一
九
七
三
な
ど
。

（
27
） In re M

cgrath op. cit., p.147.

（
28
） L

aw
 com

m
ission W

orking P
aper 96, C

ustody 

（1985

）, para 6. 10.

（
29
） W

alker v. W
alker and H

arrisson 

﹇1981

﹈ N
Z
 R
ecent L

aw
 257.

（
30
） In re M

cgrath op. cit., p.148.

（
31
） Ibid.

（
32
） Ibid.

（
33
） 21 C

h. D
. 817.

（
34
） 

﹇1891

﹈ 2 C
h. 542.

（
35
） L

aw
 R
ep. 6C

h. 542.

（
36
） In re M

cgrath op. cit., pp.148-148.

（
37
） 

「
究
極
の
目
的
」（ultim

ate guide

）
と
い
う
文
言
は
、
裁
判
所
が
最
終
的
に
達
成
す
べ
き
目
的
と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
概
念
は
、

フ
ィ
ン
訴
訟
（R
e F
inn 

（1848

） 2 D
e G
 &
 S
m

）
以
来
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ィ
ン
訴
訟
で
は
、
裁
判
所
が
父
親
の
子
に

対
す
る
権
利
行
使
を
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
示
し
て
お
り
、
父
親
が
、
子
に
と
っ
て
良
い
こ
と
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
安
全
あ
る
い
は

利
益
（w
elfare

）
に
と
っ
て
不
可
欠
に
な
る
よ
う
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
、
裁
判
所
が
納
得
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
子

の
利
益
保
護
の
原
則
が
大
法
官
裁
判
所
に
お
い
て
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
の
、
と
く
に
出
発
点
と
な
っ
た
判
決
例
で
あ
る
が
、
父
権
行
使
を
容

認
す
る
か
否
か
が
子
の
利
益
に
か
か
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
（p.457

）。S
tuart v. B

ute; S
tuart v. M

oor 

訴
訟
（（1861

） 11 L
. R
 

（H
. 

L

）
判
決
に
お
い
て
も
、
担
当
裁
判
官
の
一
人
、
ク
ラ
ン
ワ
ー
ス
（C

ranw
orth

）
卿
は
、「
本
訴
訟
の
目
的
と
し
て
、
唯
一
心
に
留
め
て
お
く
べ
き

七
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
三
二
）

こ
と
は
、
子
の
利
益
（the interest of the child

）
保
護
に
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（p.811

）。
判
決
の
論
旨
も
そ
の
内
容
を

基
調
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。T

he Q
ueen v. G

yingall

訴
訟
（﹇1893

﹈ 2 Q
B
232, C

A

）
で
も
、
ケ
イ
（K

ay

）
裁
判
官
は
、
裁
判
権
の
行
使

に
お
い
て
、
そ
の
目
的
と
な
る
主
要
な
審
理
事
項
は
、
子
の
利
益
（benefi t

）
ま
た
は
幸
福
（w

elfare

）
で
あ
る
と
主
張
す
る
（p.248

）。

（
38
） 8 D

. M
. &
 G
. 760.

（
39
） L

aw
 R
e. 8 C

h. 622.

（
40
） 

（1883

） 24 C
h D
 317, 53 L

 J C
h 10, 60 L

T
 161.

　
　

父
親
の
子
に
対
す
る
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
介
入
し
得
る
か
が
主
要
な
争
点
と
な
り
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
史
を
展
望
す
る
上
で
、

取
り
上
げ
る
べ
き
需
要
判
例
の
一
つ
で
あ
り
、
子
の
利
益
が
問
題
に
な
る
類
似
の
訴
訟
で
、
参
考
に
さ
れ
る
判
決
で
あ
る
。
母
親
の
監
護
か
ら
離
さ

れ
、
第
三
者
に
預
け
ら
れ
た
子
が
母
親
と
暮
ら
す
こ
と
を
求
め
て
、
子
の
名
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
請
求
の
原
因
と
な
っ
た
事

実
関
係
は
、
父
親
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
者
で
あ
り
、
母
親
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
っ
た
た
め
、
子
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
両
者
の
間
に
対

立
が
生
じ
、
夫
が
、
子
を
連
れ
去
っ
て
別
居
す
る
に
至
っ
た
妻
か
ら
子
を
離
し
て
第
三
者
に
子
の
監
護
を
託
し
た
、
と
い
う
、
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

裁
判
官
は
裁
判
所
の
介
入
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
父
親
の
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

こ
と
が
家
族
お
よ
び
子
の
利
益
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
し
た
（（1883

） 24 C
h D
 317, p.334

）。
訴
訟
は
控
訴
院
裁
判
所
に
上
訴
さ
れ
た
。
し

か
し
、
子
の
請
求
は
そ
こ
で
も
棄
却
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
後
半
、
す
で
に
潮
流
と
な
っ
て
い
た
、
子
の
利
益
原
則
発
展
の
方
向
に
従
っ
て
い
な
い
結

果
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
子
の
利
益
原
則
は
、
判
例
法
理
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
問
題
提
起
を
可
能
に
す
る
、
と
意
味
に
お

い
て
考
慮
す
べ
き
判
決
で
あ
る
。

　
　

マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
に
お
け
る
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
子
の
監
護
教
育
を
め
ぐ
る
訴
訟

に
お
い
て
、
全
体
の
方
向
と
し
て
は
、
子
の
利
益
を
子
の
監
護
教
育
関
係
に
お
け
る
理
念
と
す
る
と
こ
ろ
に
進
ん
で
い
た
し
、
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
認
識
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
41
） In re M

cgrath op. cit., p.149.

（
42
） Ibid, p.149.
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（
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） Ibid, pp.149-150.

（
44
） Ibid, p.150.

（
45
） Ibid.

（
46
） Ibid.

（
47
） Ibid, pp.149-151.

（
48
） Ibid, p.150.

（
49
） Ibid, p.151.

（
50
） Ibid.

（
51
） T

he Q
ueen v. G

yngall 
﹇1893

﹈ 11 C
. A
. 243.

（
52
） 

﹇1924

﹈ A
ll. E
. R
. 319 

（H
. L
.

）

（
53
） Ibid, p.323.

（
54
） Ibid, pp.319, 320.

（
55
） 

﹇1969

﹈ 1 A
L
L
 E
. R
. 788

（H
. L
.

）

（
56
） Ibid, p.815.
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